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災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
「
し
、
及
び
押
印
」
を
削
る
。

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
部
避
難
所
の
項
費
用
の
種
類
及
び
限
度
額
等
の
欄

第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

避
難
所
設
置
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
人
一
日
当
た
り
三
百
三
十
円
と
し
、
そ
の
費
用

の
種
類
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

㈠

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所

避
難
所
の
設
置
、
維
持
及
び
管
理
の
た
め
の
賃
金
職

員
等
雇
上
費
、
消
耗
器
材
費
、
建
物
の
使
用
謝
金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、

光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便
所
等
の
設
置
費

㈡

法
第
四
条
第
二
項
の
避
難
所

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な

る
建
物
の
使
用
謝
金
及
び
光
熱
水
費

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
部
避
難
所
の
項
救
助
の
期
間
の
欄
中
「
避
難
所
」

を
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
同
条
第
二
項
の
避
難
所
を

開
設
で
き
る
期
間
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し
た
日
か
ら
、
別
に
定
め
る
日

ま
で
の
期
間
と
す
る
」
に
改
め
、
同
表
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
の
項
中
「
一
月
以
内
」
を
「
三
月

以
内
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
月

以
内
）
」
に
改
め
、
同
表
救
助
の
た
め
の
輸
送
費
及
び
賃
金
職
員
等
雇
上
費
の
項
救
助
の
対
象
及
び
方

法
の
欄
㈠
中
「
被
災
者
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
救
助
に
あ
つ
て
は
避
難
者
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二

一
の
部
左
官
の
項
中
「
二
七
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部

と
び
職
の
項
中
「
二
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「吏

員

」

を
「職

員

」
に
、
「第

３１条

」
を
「第

３２条

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
三
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
泫
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第17553号）東 京 都 公 報令和4年4月8日（金曜日）３

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
の
公
告
に
つ
い
て

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
六
年
九
月
三
十
日
付
公
告
）
の
一
部
を
改

正
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
中
「別

表
１６

港
湾
局

」
を
「別

表
１４

港
湾
局

」
に
改
め
る
。

別
表
二
都
民
安
全
推
進
本
部
を
削
り
、
別
表
三
総
務
局
中
１
の
項
か
ら
７
の
項
ま
で
を
８
の
項
か
ら

１４
の
項
ま
で
と
し
、
８
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
三
総
務
局
を
別
表
二
総
務
局
と
し
、
別
表
四
財
務
局
を
別
表

三
財
務
局
と
し
、
別
表
五
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
を
別
表
四
デ
ジ
タ

ル
サ
ー
ビ
ス
局
と
し
、
別
表
六
主
税
局

５
の
項
中
「（

普
通
徴
収

分
）

」
を
「環

境
性
能
割

」
に
、
「第

１６２条

」
を
「第

１６７条

」
に
、

「第
８２条

、
第
８３条

、
第
８４条

」
を
「第

７６条

」
に
改
め
、
同
表
６

の
項
中
「（
証
紙
徴
収
分
）
・
自
動
車
取
得
税

」
を
「種

別
割
（
普

通
徴
収
分
・
証
紙
徴
収
分
）

」
に
、
「第

１６２条

」
を
「第

１７７条
の

１７

」
に
、
「第

８２条
、
第
８３条

、
第
８４条

、
地
方
税
法
第
１２８条

、

東
京
都
都
税
条
例
第
１０３条

」
を
「第

８５条
の
４
、
第
８５条

の
５
、

第
８５条

の
６

」
に
改
め
、
同
表
１３
の
項
中
「第

３５条
第
１
項
第
３

号

」
の
次
に
「、

第
４
号

」
を
加
え
、
同
表
１５
の
項
中
「第

７２条
の

３３の
２

」
を
「第

７２条
の
３３

」
に
改
め
、
「支

庁

」
の
次
に
「、

課

税
部

」
を
加
え
、
同
表
１６
の
項
中
「支

庁
」
の
次
に
「、

課
税
部

」

を
加
え
、
同
表
１７
の
項
中
「事

業
所
税

」
の
次
に
「、

都
民
税
利
子

割
・
配
当
割
・
株
式
等
譲
渡
所
得
割

」
を
加
え
、
「東

京
都
都
税
条

例
施
行
規
則
第
４７条

の
４
第
１
項

」
を
「地

方
税
法
第
７４７条

の

２

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
五
主
税
局
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一

表
を
加
え
る
。
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別
表
七
生
活
文
化
局
及
び
別
表
八
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
準
備
局
を
削
り
、
別
表
九
都
市
整
備
局
中
５７
の
項
を
削
り
、
５８

の
項
を
５７
の
項
と
し
、
５９
の
項
を
５８
の
項
と
し
、
同
表
６０
の
項
中

「第
２５条

の
４
第
１６項

」
を
「第

２５条
の
４
第
１７項

」
に
改
め
、
同

項
を
同
表
５９
の
項
と
し
、
同
表
６１
の
項
中
「第

２０条
の
２
第
１３項

」

を
「第

２０条
の
２
第
１４項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
６０
の
項
と
し
、

同
表
６２
の
項
中
「第

３８条
の
４
第
２２項

」
を
「第

３８条
の
４
第
２４

項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
６１
の
項
と
し
、
同
表
中
６３
の
項
か
ら
７７

の
項
ま
で
を
６２
の
項
か
ら
７６
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
７８
の
項
中
「個

人
施
行

」
を
「個

人
施
行
等

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
７７
の
項
と
し
、

同
表
７９
の
項
中
「個

人
施
行

」
を
「個

人
施
行
等

」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
７８
の
項
と
し
、
８０
の
項
か
ら
１２７
の
項
ま
で
を
７９
の
項
か
ら
１２６

の
項
ま
で
と
し
、
同
表
１２８
の
項
中
「、

第
６８条

の
６９第

３
項

」
を
削

り
、
同
項
を
同
表
１２７
の
項
と
し
、
同
表
中
１２９
の
項
か
ら
１６８
の
項
ま
で

を
１２８
の
項
か
ら
１６７
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
１６９
の
項
中
「に

よ
り
耐
震

性
不
足
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
替
え
る
場
合
の

」
を
「に

基
づ
く

」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
１６８
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

別
表
九
都
市
整
備
局
を
別
表
七
都
市
整
備
局
と
し
、
別
表
十
住
宅

政
策
本
部

１
の
項
中
「住
宅
企
画
部
民
間
住
宅
課

」
を
「民

間
住

宅
部
計
画
課

」
に
改
め
、
同
表
２
の
項
か
ら
２２
の
項
ま
で
の
規
定
中

「住
宅
企
画
部
民
間
住
宅
課

」
を
「民

間
住
宅
部
安
心
居
住
推
進

課

」
に
改
め
、
同
表
２３
の
項
中
「住

宅
企
画
部
民
間
住
宅
課

」
を

「民
間
住
宅
部
計
画
課

」
に
改
め
、
同
表
２４
の
項
か
ら
２８
の
項
ま
で

の
規
定
中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅
部
マ
ン

シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
表
２９
の
項
中
「及

び
第
１３８条

」
を
「、

第
１３８条

及
び
第
１８７条

」
に
、
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を

「民
間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
表
３０
の
項
か
ら
４４
の

項
ま
で
の
規
定
中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅

部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
表
８３
の
項
中
「住

宅
企
画
部
民
間

住
宅
課

」
を
「民

間
住
宅
部
安
心
居
住
推
進
課

」
に
改
め
、
同
項
を

同
表
８８
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
十
住
宅
政
策
本
部

８２
の
項
中
「住

宅
企
画
部
民
間
住
宅

課

」
を
「民

間
住
宅
部
安
心
居
住
推
進
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表

８７
の
項
と
し
、
同
表
８１
の
項
中
「住

宅
企
画
部
民
間
住
宅
課

」
を

「民
間
住
宅
部
安
心
居
住
推
進
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
８６
の
項

と
し
、
同
表
８０
の
項
中
「住

宅
企
画
部
民
間
住
宅
課

」
を
「民

間
住

宅
部
安
心
居
住
推
進
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
８５
の
項
と
し
、
同

表
中
７３
の
項
か
ら
７９
の
項
ま
で
を
７８
の
項
か
ら
８４
の
項
ま
で
と
し
、

同
表
７２
の
項
中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅
部

マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
７７
の
項
と
し
、
同
表
５８
の

項
か
ら
７１
の
項
ま
で
の
規
定
中
「住

宅
企
画
部
不
動
産
業
課

」
を

「民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課

」
に
改
め
、
同
表
中
５８
の
項
か
ら
７１
の

項
ま
で
を
６３
の
項
か
ら
７６
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
５７
の
項
中
「住

宅

企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
６２
の
項
と
し
、
同
表
５６
の
項
中
「住

宅
企
画
部
マ

ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
６１
の
項
と
し
、
同
表
５５
の
項
中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン

課

」
を
「民

間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
６０

の
項
と
し
、
同
表
５４
の
項
中
「住

宅
企
画
部
総
務
課

」
を
「住

宅
企

画
部
企
画
経
理
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
５９
の
項
と
し
、
同
表
５３

の
項
中
「住

宅
企
画
部
総
務
課

」
を
「住

宅
企
画
部
企
画
経
理
課

」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
５８
の
項
と
し
、
同
表
５２
の
項
中
「住

宅
企
画

部
総
務
課

」
を
「住

宅
企
画
部
企
画
経
理
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同

表
５７
の
項
と
し
、
同
表
５１
の
項
中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」

を
「民

間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
５６
の
項

と
し
、
同
表
４６
の
項
か
ら
５０
の
項
ま
で
の
規
定
中
「住

宅
企
画
部
民

間
住
宅
課

」
を
「民

間
住
宅
部
計
画
課

」
に
改
め
、
同
表
中
４６
の
項

か
ら
５０
の
項
ま
で
を
５１
の
項
か
ら
５５
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
４５
の
項

中
「住

宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課

」
を
「民

間
住
宅
部
マ
ン
シ
ョ
ン

課

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
十
住
宅
政
策
本
部
を
別
表
八
住
宅
政
策
本
部
と
し
、
別
表
十

一
環
境
局
を
別
表
九
環
境
局
と
し
、
別
表
十
二
福
祉
保
健
局
を
別
表

十
福
祉
保
健
局
と
し
、
別
表
十
三
産
業
労
働
局
を
別
表
十
一
産
業
労
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働
局
と
し
、
別
表
十
四
中
央
卸
売
市
場
中
１４
の
項
を
削
り
、
１５
の
項

を
１４
の
項
と
し
、
１６
の
項
を
１５
の
項
と
し
、
同
表
１７
の
項
中
「水

産

物
部

」
を
「水

産
物

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
１６
の
項
と
し
、
同
表

中
１８
の
項
か
ら
３８
の
項
ま
で
を
１７
の
項
か
ら
３７
の
項
ま
で
と
し
、
同

表
を
別
表
十
二
中
央
卸
売
市
場
と
し
、
別
表
十
五
建
設
局
を
別
表
十

三
建
設
局
と
し
、
別
表
十
六
港
湾
局
を
別
表
十
四
港
湾
局
と
す
る
。
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